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   平成 29年度伊賀市柘植財産区定期監査の結果について 

 

地方自治法第 199 条第４項の規定に基づき、平成 29 年度伊賀市柘植財産区定期監査を

実施したので、その結果を同条第９項の規定により、次のとおり提出します。 
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１ 監 査 の 種 類 

地方自治法第 199条第４項の規定に基づく定期監査 

２ 監 査 執 行 者  鈴 木 陽 介、 安 本 美 栄 子 

３ 監 査 実 施 日  平成 29年 11月 24日 

４ 監 査 の 方 法 及 び 重 点 監 査 事 項 

平成 29年度（平成 29年４月１日～９月 30日）の財務に関する事務事業の実施状況について、

あらかじめ提出を求めた資料に基づき、関係職員から説明を聴取するとともに、予算の執行状況をは

じめ、事務・事業が効果的、経済的に行われているか、合理的で公正に運営されているかを重点

的に監査した。 

５ 監 査 の 結 果 

  財務に関する事務については、提出資料、証拠書類を照合点検したところ、計数は符合し、適正

に処理されていると認められた。 

  また、保有する山林等の草刈や保有山林の荒廃を防ぐためのパトロール、境界確認作業等が適宜

実施され、財産の保全に努められていた。 

６ 監 査 の 所 見 等   

本年度の監査を通じての所見等は以下のとおりである。 

  これまで、出来る限り基金を取り崩すことなく将来にわたり財産区を運営していくためには、歳

出の抑制をはじめ、土地貸付契約の見直しなどの歳入の増加についても課題であると指摘してきた

ところである。 

これらの指摘に対し、前年から議会議員全員協議会において検討された結果、土地貸付契約にお

いては契約途中における貸付料の見直し条項が付け加えられた。また、区有山林の一部を三重県と

の分収造林契約により管理を行ってきたが、平成32年に契約期限を迎え、保安林の指定を受けてい

るため皆伐すれば再植林を行う義務が生じ、多大な経費が発生し、皆伐を回避し精算するためには

応分の負担が必要になる。そのため当該山林の今後の維持管理方法について、なるべく負担が少な

くて済む方策を見出すため県と協議を継続中であり、「企業の森」事業（注１）についても照会を

行っているとのことである。 

引き続き議会議員全員協議会での議論を重ねるとともに県との協議も進められ、基金に頼ること

なく財産区を運営し、主要な資産である所有山林を守るための方策、すなわち「山林資源が収入を

生む構造」を構築されることを期待するものである。 

  なお、本年度は視察研修が10月に実施されており、その成果を今後の財産区運営等に活かしてい

ただきたい。 

  注１）企業の社会的貢献の一環として、企業が森林づくり経費を負担するほか、社員による広葉

樹の植栽や歩道作りなど森林の保全を行う活動。 

 

   

 

 

 

 

 

 

＜柘植財産区基金年度末残高の５年間の推移＞

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

柘植財産区基金 （円） 75,121,892 73,574,292 72,904,872 71,490,872 70,786,932

対前年度増減額 （円） △ 1,330,175 △ 1,547,600 △ 669,420 △ 1,414,000 △ 703,940

対前年度増減率 （％） △ 1.7 △ 2.1 △ 0.9 △ 1.9 △ 1.0

区　　分



２ 

 

監査資料に基づく柘植財産区事務局の概要は次のとおりである。 

 

柘 植 財 産 区 事 務 局 の 概 要 

 

 

 

 

 

　【 柘植財産区事務局 】

正規職員数(事務

職員の状況 /技術/技能職員)

(H29/4/1～9/30） 2人
(伊賀支所振興課

職員兼務）

柘植財産区議会・全員協議会に係る議案作成・文書発送・開会等業務全般

柘植財産区有地の管理委業務（山林管理、境界確認、草刈等）

柘植財産区有地の賃貸借契約及び賃借料の収納等業務

財産貸付収入
収納状況

(H29/10/2現在)
123,000 ％

主な事業、業務等：

990,000

主な事務事業の

執　行　状　況
主な事業、業務等：

(H29/10/2現在)

254,000 ％

主な事業、業務等：

476,000 ％

財産の異動状況
(H29/4/1～9/30）

支出済額 （円） 備　　　　考

左記以外職員数 正規職員時間外勤 正規職員年次休暇

（嘱託・臨時等） 務者数：延時間数 取得者数：延日数

支出済額 （円） 備　　　　考

管理費

所　管　す　る
事　務　事　業

― ――

議会運営費

歳出予算額 （円）

歳入予算額（円） 収入済額（円） 備　　　　考

36,800 収納率 29.92

柘植財産区議会の運営、先進地視察研修

三重県森林協会負担金、三重県水源林造林推進協議会負担金及び伊
賀森林組合賦課金の支出

0

一般管理経費

議会は年２回開催予定

（土地・建物・重要備品）　取得・処分なし

歳出予算額 （円） 支出済額 （円） 備　　　　考

95,467 執行率 37.59

48,000

柘植財産区保有財産の維持管理

執行率 10.08

歳出予算額 （円）


